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　厚労省福祉部局　19 年度予算の概算要求
　障害保健福祉部　 文化芸術でアウトリーチ

　障害保健福祉部の障害福祉サービス関係費（自立支援給付費＋障害児措置費・給付費＋地域生

活支援事業費）は前年度比 1153 億円（8．3％）増の 1兆 4963 億円と伸びている。特に目立つ

のが「障害者の文化芸術活動の支援」（3億 7000 万円）と、「視覚障害者等の読書環境の向上」（3

億 9000 万円）だ。

「障害者の文化芸術活動（美術、演劇、音楽などの鑑賞、創造）」は、今年の通常国会で推進法が

成立したことを追い風に前年度より 1億円増やす。障害者が創造活動に取り組む機会を広げるた

め、都道府県設置の支援拠点の職員が障害者施設に出向くこと（アウトリーチ）を始める。

「読書環境の向上」の予算も今通常国会でのマラケシュ条約の批准や著作権法改正を受け、前年

度の 2倍を計上した。点字や音声データなどで情報提供する電子図書館「サピエ」の利用者増を

見込み、システム強化の費用や点字などの図書製作費用を増やす。

　また、パソコンの扱いが苦手な障害者に操作方法などを教えるボランティアの派遣も始める。

この派遣事業は、地域生活支援事業のうち都道府県のメニューに追加する。

　日本盲人会連合の三宅隆・情報部長は「サピエの利用環境が良くなることは歓迎するが、それ

を利用する人以外の読書環境も引き続き整えたい。都道府県は新しいメニューに積極的に取り組

んでほしい」としている。

　依存症関係では、専門医療機関の認知度を上げるための広告費や、自助グループなどを招いた

院内ミーティングの開催を拡充。前年度 1億 9000 万円多い 8億 2000 万円を計上した。

　精神障害者の地域移行関連では、理解のある住民を増やすための「精神障害者地域生活サポー

ター（仮称）」の養成講座開設案が浮上したが見送った。一方で、精神障害者への偏見をなくす

ための全国規模、地域単位のシンポジウムを開く経費を計上した。

　　　　　　　　　　　　　　　　（週刊福祉新聞　平成30年9月24日　第2876号より転載）

文化芸術活動の支援
創造機会拡大のため、支援拠点から施

設に出向く
3．7億円

視覚障害者等の読書環境

の向上

障害者が利用しやすい図書の製作など

を促す
3．9億円

依存症対策
専門医療機関の認知度を上げるため啓

発をする
8．2億円



福　 祉　 広　 報（２） 平成３０年１１月発行



福　 祉　 広　 報 （３） 平成３０年１１月発行



この「福祉広報」は、共同募金配分金を受けて作成したものです。

福　 祉　 広　 報（４） 平成３０年１１月発行

　  

名刺・ハガキ・チラシ・機関紙

自治会報・冊子物・封筒等の作成印刷

会議・講演等のテープおこし

タオル製品の箱詰め・印刷物の発送

陶器制作・販売

（社福）大阪障害者自立支援協会　障がい者支援施設  

大阪ワークセンター
TEL  0725-57-0883
FAX 0725-57-0884
e-mail w-center@triton.ocn.ne.jp　
http://www.osakaworkcenter.jp/

〒 594-0031 和泉市伏屋町 5-10-11

（ 光 明 池 運 転 免 許 試 験 場 裏 ）

ご 注 文 承 り ま す ！ご 注 文 承 り ま す ！

　  

　  

社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会

〒594-0031  和泉市伏屋町5-10-11

TEL.0725-57-0711
FAX.0725-57-0721
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よろこびのさと 歓の里

ご入居者
�募集中

▼ �介護が必要になっても、安心して生活して頂けます。

お申込み
お問合わせ

〒594-0031　和泉市伏屋町5-10-11

☎ 0725-57-0791
 ※  パンフレットご希望の方は送付致します。

● 60歳以上から入居できます。
● 泉北高速『光明池駅』より徒歩 10 分。

安心
・ゆと

り・生きがいのある暮らしのご提案

ご相談
ご見学

大歓迎

　　　職場の障害者虐待 1308 人
           厚労省　　通報・届け出は 45％増

　厚生労働省が 8月 22日に公表した 2017 年度の職場における障害者虐待の調査結果で、16年

度に比べ通報・届け出件数が 45％、虐待認定件数が 35％増えたことが分かった。

　虐待された当事者や家族、同僚などから労働基準監督署などにあった情報提供や相談を都道府

県労働局がまとめ、報告したもの。

　通報・届け出された事業所数は 16 年度に比べ 167 カ所（13％）増の 1483 事業所で、障害

者数は 757 人（45％）増の 2454 人。このうち虐待認定された事業所数は 16カ所（3％）増の

597 事業所で、障害者数は 336 人（35％）増の 1308 人だった。

　虐待があった事業所の業種は、製造業 192 所（32％）、医療・福祉業 123 カ所（21％）、卸売・

小売業 70カ所（12％）など。

　虐待した 603 人の内訳は事業主 519 人（86％）、所属の上司 71人（12％）が多い。

　一方、被虐待者（重複あり）の障害種別は知的 489 人（37％）、精神 452 人（34％）、身体

272 人（21％）、発達 36人（3％）、その他 71人（5％）。

　虐待内容は経済的虐待が 1162 人（84％）で最も多く、心理的虐待 116 人（8％）、身体的虐

待 80人（6％）、放置等 27人（2％）、性的虐待 7人（1％）と続く。

　虐待があった事業所に対して労働局がとった 1338 件の措置の内容は、最低賃金法など労働基

準関係法令に基づく指導が 1204 件（90％）、障害者雇用促進法に基づく助言・指導が98件（7％）

などだった。

　　　　　　　（週刊福祉新聞　平成 30年 9月 3日　第 2873 号より転載）


